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鋼―ド 麟磯理由詢―ドの議臨
給付制限
の有無

所定給付日畿

の優遷の有無

〈下記表ご参照

下さい)

受給資格
の種類

lA 11

解雇(13及び5Eに該当するものを除
無 有―① 特定受給

資格者

IB 12 天災等の理由:こょり事業の経続が不可能となつたことによる解履 無
特定受給

資格者

21

特定雇止めによ
年 以 上

無 有一①
特定受給
資格者

28 22
するこ

更新す
されている場合で当i

約の期間満了により
更新を希望し らず

離職する場合

無 有―①
特定受給
資格者

2C 23

の契約期閥満了

飯
かわらず、い の期

無 有―①

特定
理由
離職
者

2D 24
羹釣
"口
講了による|こ●(2A.23又は20に議当するものを眸く)'ii■ i菫彙L2壺

舌箋暑号島楊彙等ti覇凛議学亀号暑F壼
望2■■■で,菫ユ牙香詈0下顧顧勇 無 無―②

一般受給
資格者

2E 25 定年、移籍出向 無 無―②
一般受給

資格者

3A 31

事業主からの働きかけ(代 表例は
'退
職常力奨」が準げられますが、この「働きかけ」というのは、事業主が

労働者に対してある行為をするよう仕ぬ
"る
という提え方ではなく.1事 業上の行為により労働者が何ら

かの悪影響を受け、その結果、やt,な く離職するに至った場合が当てはまります)に よる正当な理由の

ある自己都合退職

無 有―① 特定受給
資格者

3B 32 事業所移転等に伴う王当な理由のある自己都合退職 無 有―①
特定受給

資格者

3C 33 正当な理由のある自己都合退嶽 3A、 38又 1よ 3Dに漱当するものを除く) 無 無―②
特定理

由離職
者

3D 34
特定の正当な理由のある自己都合退朧 (平成29年 3月 31日本でに離織した被保険者

期間6月 以上12月 末溝に該当するものに限る)≫現在はほとんど使われてしヽないとさ

れています

無 無―② 特定理由

離職者

40 40

I当な理由のない自己都合逮購卜待期(通算 7日 間)の 満了の日の翌日から起算して1か月以上3か 月
以内の間(基本的には3か 月)は、基本手当は支給しない。ただし、令和2年 10月 1日 以後に正当な理由

なく自己の都合により退職した場合の絵付制限期間は、2か 月  となる。なお、令和2年 10月 1日 前に
同様に退職した場合の給付制限期間は、従前通り3か 月となる。》さらに、|‐

‐      |
有

一般受給
資格者

45
正当な理由のない自己都合退職 (受給資格等決定前に被保険者期間が2か月以上 :

― )

有 無―②
一般受給
資格者

5【 50
被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇>待期(轟算7日 間)の満了の日の
翌日から超算して,か月以上3か月以内の間(基本的には3か月)紘、基本手当は支給し

ない。

有 無―②
一般受給
資格者

5E 55
被保険者の嚢めに帰すべき菫大な理由による解雇 (受綸資格等決定前に被保険者期

間が2か月以上 ― )
有 無―②

一般受給
資格者

有―①

2A

無―②

4D


